
人
工
衛
星
等
の
打
上
げ
及
び
人
工
衛
星
の
管
理
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
人
工
衛
星
等
の
打
上
げ
及
び
人
工
衛
星
の
管
理
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
一
条

人
工
衛
星
等
の
打
上
げ
及
び
人
工
衛
星
の
管
理
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
七
十
六
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

宇
宙
ロ
ケ
ッ
ト
の
打
上
げ
及
び
特
定
人
工
衛
星
の
管
理
に
関
す
る
法
律

目
次
中
「
人
工
衛
星
等
の
打
上
げ
」
を
「
宇
宙
ロ
ケ
ッ
ト
の
打
上
げ
」
に
、
「
人
工
衛
星
の
打
上
げ
用
ロ
ケ
ッ
ト
の
型
式

認
定
」
を
「
宇
宙
ロ
ケ
ッ
ト
の
設
計
の
確
認
」
に
、
「
第
四
節

国
立
研
究
開
発
法
人
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構
に
よ
る
申

「
第
四
節

搭
載
前
人
工
衛
星
等
の
適
合
認
定
（
第
十
八
条
の
二
―
第
十
八
条
の
四
）

請
手
続
の
特
例
（
第
十
九
条
）
」
を

第
五
節

国
立
研
究
開
発
法
人
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構
に
よ
る
申
請
手
続
の
特
例

に
、
「
人
工
衛
星
の
管
理
」
を
「
特
定
人
工
衛
星
の
管
理
」
に
、
「
人
工
衛
星
落
下
等
損
害
」
を
「
人
工

（
第
十
九
条
）
」

衛
星
等
落
下
等
損
害
」
に
改
め
る
。



第
一
条
中
「
人
工
衛
星
等
の
打
上
げ
及
び
人
工
衛
星
の
管
理
」
を
「
宇
宙
ロ
ケ
ッ
ト
の
打
上
げ
及
び
特
定
人
工
衛
星
の
管

理
」
に
、
「
並
び
に
」
を
「
並
び
に
宇
宙
ロ
ケ
ッ
ト
又
は
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
一
号
中
「
第
二
十
二
条
第
二
号
」
を
「
第
四
条
第
二
項
第
五
号
ヘ
及
び
第
六
条
第
四
号
ロ
」
に
改
め
、
同
条
第

十
一
号
中
「
人
工
衛
星
落
下
等
損
害
」
を
「
人
工
衛
星
等
落
下
等
損
害
」
に
、
「
人
工
衛
星
の
打
上
げ
用
ロ
ケ
ッ
ト
」
を

「
宇
宙
ロ
ケ
ッ
ト
」
に
、
「
人
工
衛
星
の
落
下
」
を
「
人
工
衛
星
等
の
落
下
」
に
改
め
、
同
号
た
だ
し
書
中
「
、
当
該
人
工

衛
星
の
管
理
」
を
「
、
当
該
人
工
衛
星
等
が
特
定
人
工
衛
星
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
特
定
人
工
衛
星
の
管
理
」
に
、

「
そ
の
他
の
当
該
人
工
衛
星
の
管
理
」
を
「
そ
の
他
の
当
該
特
定
人
工
衛
星
の
管
理
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
十
四
号
と

し
、
同
条
第
十
号
中
「
人
工
衛
星
等
の
打
上
げ
」
を
「
宇
宙
ロ
ケ
ッ
ト
の
打
上
げ
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
十
三
号
と

し
、
同
条
第
九
号
中
「
人
工
衛
星
等
の
打
上
げ
」
を
「
宇
宙
ロ
ケ
ッ
ト
の
打
上
げ
」
に
、
「
人
工
衛
星
等
の
落
下
」
を
「
発

射
さ
れ
た
後
の
宇
宙
ロ
ケ
ッ
ト
の
落
下
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
十
二
号
と
し
、
同
条
第
八
号
中
「
人
工
衛
星
の
打
上
げ

用
ロ
ケ
ッ
ト
が
発
射
さ
れ
た
後
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
人
工
衛
星
が
正
常
に
分
離
さ
れ
て
い
な
い
状
態
に
お
け
る
人
工
衛

星
等
又
は
全
部
の
人
工
衛
星
が
正
常
に
分
離
さ
れ
た
後
の
人
工
衛
星
の
打
上
げ
用
ロ
ケ
ッ
ト
」
を
「
発
射
さ
れ
た
後
の
宇
宙

ロ
ケ
ッ
ト
（
こ
れ
に
搭
載
さ
れ
た
人
工
衛
星
等
（
当
該
宇
宙
ロ
ケ
ッ
ト
か
ら
正
常
に
分
離
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
を
含



む
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
に
改
め
、
同
号
た
だ
し
書
中
「
人
工
衛
星
等
の
打
上
げ
」
を
「
宇
宙
ロ
ケ
ッ
ト
の
打
上

げ
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
十
一
号
と
し
、
同
条
第
七
号
中
「
人
工
衛
星
の
管
理
」
を
「
特
定
人
工
衛
星
の
管
理
」
に
、

「
人
工
衛
星
管
理
設
備
」
を
「
特
定
人
工
衛
星
管
理
設
備
」
に
、
「
、
人
工
衛
星
」
を
「
、
特
定
人
工
衛
星
」
に
改
め
、
同

号
を
同
条
第
十
号
と
し
、
同
条
第
六
号
中
「
人
工
衛
星
管
理
設
備
」
を
「
特
定
人
工
衛
星
管
理
設
備
」
に
、
「
人
工
衛
星

に
」
を
「
特
定
人
工
衛
星
に
」
に
、
「
第
六
条
第
二
号
」
を
「
第
六
条
第
三
号
」
に
、
「
人
工
衛
星
の
」
を
「
特
定
人
工
衛

星
の
」
に
、
「
把
握
し
」
を
「
そ
の
位
置
、
姿
勢
及
び
状
態
を
把
握
し
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
九
号
と
し
、
同
条
第
五

号
中
「
人
工
衛
星
等
の
打
上
げ
」
を
「
宇
宙
ロ
ケ
ッ
ト
の
打
上
げ
」
に
、
「
人
工
衛
星
の
打
上
げ
用
ロ
ケ
ッ
ト
に
人
工
衛
星

を
搭
載
し
た
上
で
、
こ
れ
」
を
「
宇
宙
ロ
ケ
ッ
ト
」
に
、
「
一
定
」
を
「
こ
れ
を
地
球
を
回
る
軌
道
若
し
く
は
そ
の
外
に
投

入
し
、
又
は
地
球
以
外
の
天
体
上
に
配
置
す
る
こ
と
を
い
い
、
こ
れ
と
併
せ
て
宇
宙
ロ
ケ
ッ
ト
に
人
工
衛
星
等
を
搭
載
し
た

上
で
一
定
」
に
、
「
当
該
人
工
衛
星
」
を
「
当
該
人
工
衛
星
等
」
に
、
「
こ
と
を
い
う
」
を
「
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
分

離
す
る
行
為
を
含
む
も
の
と
す
る
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
六
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

七

特
定
人
工
衛
星

人
工
衛
星
の
う
ち
、
そ
の
位
置
、
姿
勢
及
び
状
態
を
制
御
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
を
い
う
。

八

搭
載
前
人
工
衛
星
等

人
工
衛
星
等
（
特
定
人
工
衛
星
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
宇
宙
ロ
ケ
ッ
ト
に
搭
載
す
る
前
の



も
の
を
い
う
。

第
二
条
第
四
号
中
「
人
工
衛
星
の
打
上
げ
用
ロ
ケ
ッ
ト
」
を
「
宇
宙
ロ
ケ
ッ
ト
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
五
号
と
し
、

同
条
第
三
号
中
「
そ
の
打
上
げ
用
ロ
ケ
ッ
ト
」
を
「
人
工
衛
星
以
外
の
宇
宙
ロ
ケ
ッ
ト
に
搭
載
す
る
人
工
の
物
体
で
あ
っ

て
、
地
球
を
回
る
軌
道
若
し
く
は
そ
の
外
に
投
入
し
、
又
は
地
球
以
外
の
天
体
上
に
配
置
す
る
も
の
」
に
改
め
、
同
号
を
同

条
第
四
号
と
し
、
同
条
第
二
号
中
「
地
球
を
」
を
「
宇
宙
ロ
ケ
ッ
ト
に
搭
載
す
る
人
工
の
物
体
で
あ
っ
て
、
地
球
を
」
に
、

「
人
工
の
物
体
」
を
「
も
の
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
三
号
と
し
、
同
条
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

宇
宙
ロ
ケ
ッ
ト

地
球
か
ら
発
射
す
る
ロ
ケ
ッ
ト
で
あ
っ
て
、
発
射
し
た
場
合
に
地
球
を
回
る
軌
道
若
し
く
は
そ
の

外
又
は
地
球
以
外
の
天
体
に
達
す
る
推
力
を
有
す
る
も
の
を
い
う
。

第
三
条
中
「
人
工
衛
星
等
の
打
上
げ
及
び
人
工
衛
星
の
管
理
」
を
「
宇
宙
ロ
ケ
ッ
ト
の
打
上
げ
及
び
特
定
人
工
衛
星
の
管

理
」
に
改
め
る
。

第
二
章
の
章
名
及
び
同
章
第
一
節
の
節
名
中
「
人
工
衛
星
等
の
打
上
げ
」
を
「
宇
宙
ロ
ケ
ッ
ト
の
打
上
げ
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
人
工
衛
星
等
の
打
上
げ
」
を
「
宇
宙
ロ
ケ
ッ
ト
の
打
上
げ
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
二
号
を
次
の

よ
う
に
改
め
る
。



二

宇
宙
ロ
ケ
ッ
ト
の
打
上
げ
の
目
的

第
四
条
第
二
項
第
四
号
を
削
り
、
同
項
第
三
号
中
「
（
第
十
六
条
第
一
項
の
適
合
認
定
を
受
け
た
打
上
げ
施
設
に
あ
っ
て

は
、
そ
の
適
合
認
定
番
号
）
」
を
削
り
、
同
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
項
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

宇
宙
ロ
ケ
ッ
ト
の
設
計

第
四
条
第
二
項
第
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

五

宇
宙
ロ
ケ
ッ
ト
に
人
工
衛
星
等
を
搭
載
す
る
か
ど
う
か
の
別
及
び
宇
宙
ロ
ケ
ッ
ト
に
人
工
衛
星
等
を
搭
載
す
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

人
工
衛
星
等
の
数

ロ

そ
れ
ぞ
れ
の
人
工
衛
星
等
の
種
別
（
特
定
人
工
衛
星
又
は
特
定
人
工
衛
星
以
外
の
人
工
衛
星
等
の
い
ず
れ
で
あ
る

か
の
別
を
い
う
。
）

ハ

そ
れ
ぞ
れ
の
人
工
衛
星
等
に
係
る
次
に
掲
げ
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

当
該
人
工
衛
星
等
が
そ
の
搭
載
に
つ
い
て
委
託
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
委
託
に
係
る

(1)
契
約
の
相
手
方



当
該
人
工
衛
星
等
が
特
定
人
工
衛
星
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
特
定
人
工
衛
星
の
管
理
を
行
う
者

(2)
ニ

そ
れ
ぞ
れ
の
人
工
衛
星
等
の
投
入
先
又
は
配
置
先

ホ

そ
れ
ぞ
れ
の
人
工
衛
星
等
（
国
の
人
工
衛
星
等
を
除
く
。
）
の
利
用
の
目
的
及
び
方
法

ヘ

そ
れ
ぞ
れ
の
人
工
衛
星
等
（
国
及
び
締
約
国
外
国
政
府
（
宇
宙
空
間
探
査
等
条
約
の
締
約
国
で
あ
る
外
国
の
政
府

を
い
う
。
第
五
項
及
び
第
六
条
第
四
号
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
人
工
衛
星
等
を
除
く
。
）
の
構
造

第
四
条
第
二
項
中
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六

次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
た
計
画
（
以
下
「
ロ
ケ
ッ
ト
打
上
げ
計
画
」
と
い
う
。
）

イ

宇
宙
ロ
ケ
ッ
ト
の
打
上
げ
を
予
定
す
る
時
期

ロ

宇
宙
ロ
ケ
ッ
ト
の
飛
行
経
路

ハ

打
上
げ
施
設
と
宇
宙
ロ
ケ
ッ
ト
と
の
間
で
信
号
を
送
受
信
す
る
方
法
そ
の
他
の
打
上
げ
施
設
の
使
用
の
方
法

ニ

宇
宙
ロ
ケ
ッ
ト
に
人
工
衛
星
等
を
搭
載
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
据
付
け
の
位
置
、
宇
宙
ロ
ケ
ッ
ト
と
の
連

結
の
方
法
そ
の
他
の
搭
載
の
方
法

ホ

次
に
掲
げ
る
事
項
そ
の
他
宇
宙
ロ
ケ
ッ
ト
の
打
上
げ
の
方
法



宇
宙
ロ
ケ
ッ
ト
が
予
定
さ
れ
た
飛
行
経
路
を
外
れ
た
場
合
そ
の
他
の
異
常
な
事
態
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る

(1)
当
該
宇
宙
ロ
ケ
ッ
ト
の
破
壊
そ
の
他
そ
の
飛
行
を
中
断
す
る
措
置
（
以
下
「
飛
行
中
断
措
置
」
と
い
う
。
）

宇
宙
ロ
ケ
ッ
ト
の
飛
行
経
路
及
び
打
上
げ
施
設
の
周
辺
の
安
全
を
確
保
す
る
方
法
（
飛
行
中
断
措
置
を
除

(2)
く
。
）

宇
宙
ロ
ケ
ッ
ト
に
搭
載
し
た
人
工
衛
星
等
を
分
離
す
る
か
ど
う
か
の
別
並
び
に
人
工
衛
星
等
を
分
離
す
る
場
合

(3)
に
あ
っ
て
は
、
分
離
の
際
の
宇
宙
ロ
ケ
ッ
ト
の
速
度
及
び
高
度
の
設
定
、
分
離
の
際
に
他
の
物
体
と
の
離
隔
距
離

を
確
保
す
る
方
法
そ
の
他
の
分
離
の
方
法

第
四
条
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

３

前
項
の
申
請
書
に
宇
宙
ロ
ケ
ッ
ト
に
つ
い
て
第
十
三
条
第
一
項
の
確
認
に
係
る
設
計
確
認
番
号
を
記
載
す
る
と
き
は
、

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

４

第
二
項
の
申
請
書
に
打
上
げ
施
設
に
つ
い
て
第
十
六
条
第
一
項
の
適
合
認
定
に
係
る
適
合
認
定
番
号
を
記
載
す
る
と
き

は
、
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

５

第
二
項
の
申
請
書
に
宇
宙
ロ
ケ
ッ
ト
に
搭
載
す
る
人
工
衛
星
等
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
第
十
八
条
の
二
第
一
項
の



適
合
認
定
に
係
る
適
合
認
定
番
号
を
記
載
し
、
又
は
第
二
十
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
若
し
く
は

締
約
国
外
国
政
府
が
監
督
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
添
付
す
る
と
き
は
、
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
記
載

又
は
添
付
に
係
る
人
工
衛
星
等
に
つ
い
て
は
同
項
第
五
号
ヘ
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

第
五
条
第
一
号
中
「
以
下
」
を
「
以
下
こ
の
号
及
び
第
二
十
一
条
第
一
号
に
お
い
て
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
人
工

衛
星
等
の
打
上
げ
」
を
「
宇
宙
ロ
ケ
ッ
ト
の
打
上
げ
」
に
改
め
る
。

第
六
条
第
三
号
を
削
り
、
同
条
第
二
号
中
「
が
、
」
を
「
（
第
十
六
条
第
一
項
の
適
合
認
定
を
受
け
た
も
の
を
除
く
。
）

が
、
」
に
、
「
そ
の
他
の
人
工
衛
星
の
打
上
げ
用
ロ
ケ
ッ
ト
」
を
「
そ
の
他
の
宇
宙
ロ
ケ
ッ
ト
」
に
、
「
人
工
衛
星
の
打
上

げ
用
ロ
ケ
ッ
ト
の
型
式
」
を
「
宇
宙
ロ
ケ
ッ
ト
の
設
計
」
に
、
「
型
式
別
施
設
安
全
基
準
」
を
「
設
計
別
施
設
安
全
基
準
」

に
改
め
、
「
又
は
第
十
六
条
第
一
項
の
適
合
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
」
を
削
り
、
同
号
イ
中
「
人
工
衛
星
の
打
上

げ
用
ロ
ケ
ッ
ト
」
を
「
宇
宙
ロ
ケ
ッ
ト
」
に
、
「
搭
載
さ
れ
た
」
を
「
備
え
ら
れ
た
」
に
、
「
把
握
し
」
を
「
そ
の
位
置
、

姿
勢
及
び
状
態
を
把
握
し
」
に
改
め
、
同
号
ロ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ロ

飛
行
中
断
措
置
を
講
ず
る
た
め
に
必
要
な
信
号
を
宇
宙
ロ
ケ
ッ
ト
に
備
え
ら
れ
た
無
線
設
備
に
直
接
又
は
他
の
無

線
設
備
を
経
由
し
て
電
磁
波
を
利
用
し
て
送
信
す
る
機
能
を
有
す
る
無
線
設
備



第
六
条
第
二
号
を
同
条
第
三
号
と
し
、
同
条
第
一
号
中
「
人
工
衛
星
の
打
上
げ
用
ロ
ケ
ッ
ト
」
を
「
宇
宙
ロ
ケ
ッ
ト
」

に
、
「
設
計
」
を
「
設
計
（
第
十
三
条
第
一
項
の
確
認
を
受
け
た
も
の
を
除
く
。
）
」
に
改
め
、
「
又
は
第
十
三
条
第
一
項

の
型
式
認
定
若
し
く
は
外
国
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
」
を
削
り
、
同
号
を
同
条
第
二
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の

一
号
を
加
え
る
。

一

宇
宙
ロ
ケ
ッ
ト
の
打
上
げ
の
目
的
が
、
基
本
理
念
に
則
し
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
宇
宙
の
開
発
及
び
利
用
に
関
す

る
諸
条
約
の
的
確
か
つ
円
滑
な
実
施
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

第
六
条
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

四

宇
宙
ロ
ケ
ッ
ト
に
人
工
衛
星
等
を
搭
載
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
の
イ
及
び
ロ
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

当
該
人
工
衛
星
等
（
国
の
人
工
衛
星
等
を
除
く
。
）
の
利
用
の
目
的
及
び
方
法
が
、
基
本
理
念
に
則
し
た
も
の
で

あ
り
、
か
つ
、
宇
宙
の
開
発
及
び
利
用
に
関
す
る
諸
条
約
の
的
確
か
つ
円
滑
な
実
施
及
び
公
共
の
安
全
の
確
保
に
支

障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

当
該
人
工
衛
星
等
（
国
及
び
締
約
国
外
国
政
府
の
人
工
衛
星
等
並
び
に
第
四
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
記
載
又
は

添
付
に
係
る
人
工
衛
星
等
を
除
く
。
）
の
構
造
が
、
そ
の
人
工
衛
星
等
を
構
成
す
る
機
器
及
び
部
品
の
飛
散
を
防
ぐ



仕
組
み
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
そ
の
他
の
当
該
構
造
を
宇
宙
空
間
探
査
等
条
約
第
九
条
に
規
定
す
る
月
そ
の
他
の

天
体
を
含
む
宇
宙
空
間
の
有
害
な
汚
染
並
び
に
そ
の
平
和
的
な
探
査
及
び
利
用
に
お
け
る
他
国
の
活
動
に
対
す
る
潜

在
的
に
有
害
な
干
渉
（
以
下
「
宇
宙
空
間
の
有
害
な
汚
染
等
」
と
い
う
。
）
の
防
止
並
び
に
公
共
の
安
全
の
確
保
に

支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
も
の
と
す
る
た
め
の
基
準
と
し
て
人
工
衛
星
等
の
投
入
先
又
は
配
置
先
を
勘
案
し
て

内
閣
府
令
で
定
め
る
基
準
（
以
下
「
人
工
衛
星
等
汚
染
等
防
止
・
安
全
基
準
」
と
い
う
。
）
に
適
合
す
る
も
の
で
あ

る
こ
と
。

第
六
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

ロ
ケ
ッ
ト
打
上
げ
計
画
が
公
共
の
安
全
を
確
保
し
、
及
び
宇
宙
空
間
の
有
害
な
汚
染
等
を
防
止
す
る
上
で
適
切
な
も

の
で
あ
り
、
か
つ
、
申
請
者
が
当
該
ロ
ケ
ッ
ト
打
上
げ
計
画
を
実
行
す
る
十
分
な
能
力
を
有
す
る
こ
と
。

第
七
条
第
一
項
中
「
第
五
号
」
を
「
第
六
号
」
に
、
「
人
工
衛
星
の
打
上
げ
用
ロ
ケ
ッ
ト
」
を
「
宇
宙
ロ
ケ
ッ
ト
」
に
、

「
及
び
型
式
別
施
設
安
全
基
準
に
」
を
「
、
設
計
別
施
設
安
全
基
準
の
」
に
、
「
が
型
式
別
施
設
安
全
基
準
」
を
「
が
設
計

別
施
設
安
全
基
準
」
に
、
「
と
き
を
」
を
「
と
き
及
び
人
工
衛
星
等
汚
染
等
防
止
・
安
全
基
準
の
変
更
が
あ
っ
た
場
合
に
お

い
て
当
該
許
可
に
係
る
人
工
衛
星
等
の
構
造
が
人
工
衛
星
等
汚
染
等
防
止
・
安
全
基
準
に
適
合
し
な
く
な
っ
た
と
き
を
」
に



改
め
、
「
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
第
六
号
」
を
「
第
七
号
」
に
、
「
又
は
」

を
「
、
又
は
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
前
条
」
を
「
第
四
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
及
び
前
条
」
に
改
め
、
同
項
に

後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
条
第
二
項
中
「
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
」
と
あ
る
の
は
「
、
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に

掲
げ
る
事
項
（
第
二
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
あ
っ
て
は
、
変
更
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
」
と
、
同
条

第
三
項
中
「
記
載
す
る
と
き
」
と
あ
る
の
は
「
記
載
し
、
及
び
第
十
四
条
第
一
項
の
確
認
を
受
け
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

を
添
付
す
る
と
き
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
記
載
す
る
と
き
」
と
あ
る
の
は
「
記
載
し
、
及
び
第
十
七
条
第
一
項
の
認
定

を
受
け
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
添
付
す
る
と
き
」
と
、
同
条
第
五
項
中
「
又
は
第
二
十
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
及

び
第
十
八
条
の
三
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
添
付
す
る
と
き
、
又
は
第
二
十
条
第
一
項
若
し
く
は

第
二
十
三
条
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
八
条
第
一
項
中
「
人
工
衛
星
等
の
打
上
げ
」
を
「
宇
宙
ロ
ケ
ッ
ト
の
打
上
げ
」
に
、
「
人
工
衛
星
の
打
上
げ
用
ロ
ケ
ッ

ト
」
を
「
宇
宙
ロ
ケ
ッ
ト
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
人
工
衛
星
等
の
打
上
げ
」
を
「
宇
宙
ロ
ケ
ッ
ト
の
打
上
げ
（
こ
れ

に
係
る
打
上
げ
施
設
の
使
用
及
び
宇
宙
ロ
ケ
ッ
ト
へ
の
人
工
衛
星
等
の
搭
載
を
含
む
。
）
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を



加
え
る
。

３

打
上
げ
実
施
者
は
、
宇
宙
ロ
ケ
ッ
ト
の
打
上
げ
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
宇
宙
ロ
ケ
ッ
ト
の
打
上
げ
に
係
る
宇
宙

ロ
ケ
ッ
ト
に
第
四
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
人
工
衛
星
等
以
外
の
人
工
衛
星
等
を
搭
載
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
九
条
第
一
項
中
「
人
工
衛
星
等
の
打
上
げ
」
を
「
宇
宙
ロ
ケ
ッ
ト
の
打
上
げ
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
人
工
衛
星

の
打
上
げ
用
ロ
ケ
ッ
ト
」
を
「
宇
宙
ロ
ケ
ッ
ト
」
に
改
め
る
。

第
十
条
第
一
項
及
び
第
三
項
中
「
人
工
衛
星
等
の
打
上
げ
」
を
「
宇
宙
ロ
ケ
ッ
ト
の
打
上
げ
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中

「
第
三
号
」
を
「
第
五
号
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
人
工
衛
星
等
の
打
上
げ
」
を
「
宇
宙
ロ
ケ
ッ
ト
の
打
上
げ
」
に
改

め
る
。

第
十
一
条
中
「
打
上
げ
実
施
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
」
を
「
次
に
掲
げ
る
場
合

に
」
に
、
「
当
該
各
号
に
定
め
る
」
を
「
次
の
各
号
に
定
め
る
」
に
、
「
各
号
に
該
当
す
る
」
を
「
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に

該
当
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
死
亡
し
た
」
を
「
打
上
げ
実
施
者
で
あ
る
個
人
が
死
亡
し
た
」
に
改
め
、
同
条
第

二
号
及
び
第
三
号
中
「
法
人
」
を
「
打
上
げ
実
施
者
で
あ
る
法
人
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
人
工
衛
星
等
の
打
上
げ
」

を
「
打
上
げ
実
施
者
が
宇
宙
ロ
ケ
ッ
ト
の
打
上
げ
」
に
改
め
る
。



第
十
二
条
中
「
打
上
げ
実
施
者
が
」
を
削
り
、
同
条
第
一
号
中
「
偽
り
」
を
「
打
上
げ
実
施
者
が
偽
り
」
に
改
め
、
同
条

第
二
号
中
「
第
五
条
第
一
号
」
を
「
打
上
げ
実
施
者
が
第
五
条
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
そ
の
者
の
行
う
人
工

衛
星
等
の
打
上
げ
に
用
い
る
人
工
衛
星
の
打
上
げ
用
ロ
ケ
ッ
ト
」
を
「
当
該
許
可
に
係
る
宇
宙
ロ
ケ
ッ
ト
」
に
改
め
、
同
条

第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

四

当
該
許
可
に
係
る
打
上
げ
施
設
が
設
計
別
施
設
安
全
基
準
に
適
合
し
な
く
な
っ
た
と
き
。

第
十
二
条
第
七
号
中
「
第
三
十
四
条
第
一
項
」
を
「
打
上
げ
実
施
者
が
第
三
十
四
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第

八
号
と
し
、
同
条
第
六
号
中
「
第
八
条
」
を
「
打
上
げ
実
施
者
が
第
八
条
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
七
号
と
し
、
同
条
第

五
号
中
「
第
七
条
第
一
項
」
を
「
打
上
げ
実
施
者
が
第
七
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
六
号
と
し
、
同
条
第
四
号

の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

当
該
許
可
に
係
る
人
工
衛
星
等
の
構
造
が
人
工
衛
星
等
汚
染
等
防
止
・
安
全
基
準
に
適
合
し
な
く
な
っ
た
と
き
。

第
二
章
第
二
節
の
節
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
節

宇
宙
ロ
ケ
ッ
ト
の
設
計
の
確
認

第
十
三
条
の
見
出
し
を
「
（
設
計
の
確
認
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
申
請
」
を
「
発
射
前
の
宇
宙
ロ
ケ
ッ
ト
に
つ



い
て
所
有
権
そ
の
他
の
管
理
の
権
原
を
有
す
る
者
の
申
請
」
に
、
「
人
工
衛
星
の
打
上
げ
用
ロ
ケ
ッ
ト
」
を
「
当
該
宇
宙
ロ

ケ
ッ
ト
」
に
、
「
型
式
認
定
」
を
「
確
認
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
型
式
認
定
」
を
「
確
認
」
に
、
「
に
人
工
衛
星
の

打
上
げ
用
ロ
ケ
ッ
ト
」
を
「
に
宇
宙
ロ
ケ
ッ
ト
に
つ
い
て
所
有
権
そ
の
他
の
管
理
の
権
原
を
有
し
て
い
る
こ
と
及
び
当
該
宇

宙
ロ
ケ
ッ
ト
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
人
工
衛
星
の
打
上
げ
用
ロ
ケ
ッ
ト
」
を
「
宇
宙
ロ
ケ
ッ
ト
」
に
改
め
、
同
条
第

三
項
中
「
人
工
衛
星
の
打
上
げ
用
ロ
ケ
ッ
ト
」
を
「
宇
宙
ロ
ケ
ッ
ト
」
に
、
「
型
式
認
定
」
を
「
確
認
」
に
改
め
、
同
条
第

四
項
中
「
型
式
認
定
は
」
を
「
確
認
は
」
に
、
「
型
式
認
定
番
号
」
を
「
設
計
確
認
番
号
」
に
、
「
型
式
認
定
書
」
を
「
設

計
確
認
書
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
第
一
項
中
「
型
式
認
定
」
を
「
確
認
」
に
、
「
人
工
衛
星
の
打
上
げ
用
ロ
ケ
ッ
ト
」
を
「
宇
宙
ロ
ケ
ッ
ト
」

に
、
「
の
認
定
」
を
「
の
確
認
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
型
式
認
定
」
を
「
確
認
」
に
、
「
又
は
」
を
「
、
又
は
」
に

改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
認
定
」
を
「
確
認
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
の
見
出
し
を
「
（
設
計
の
確
認
の
取
消
し
等
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
第
十
三
条
第
一
項
の
型
式
認
定

を
受
け
た
者
が
」
を
削
り
、
「
そ
の
型
式
認
定
」
を
「
第
十
三
条
第
一
項
の
確
認
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
第
三
十
三

条
第
一
項
」
を
「
当
該
確
認
を
受
け
た
者
が
第
三
十
三
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
項
第
一
号
中



「
人
工
衛
星
の
打
上
げ
用
ロ
ケ
ッ
ト
」
を
「
当
該
確
認
を
受
け
た
宇
宙
ロ
ケ
ッ
ト
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
二
号
と
し
、

同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

当
該
確
認
を
受
け
た
者
が
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
を
同
項
の
確
認
を
受

け
な
い
で
変
更
し
た
と
き
。

第
十
五
条
第
一
項
に
第
一
号
と
し
て
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一

当
該
確
認
を
受
け
た
者
が
偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
当
該
確
認
又
は
前
条
第
一
項
の
確
認
を
受
け
た
と
き
。

第
十
五
条
第
二
項
中
「
型
式
認
定
を
」
を
「
確
認
を
」
に
、
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
、
「
型
式
認
定
が
」
を
「
確
認

が
」
に
、
「
と
き
」
を
「
と
き
、
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
確
認
が
効
力
を
失
っ
た
と
き
」
に
、
「
型
式
認
定
書
」
を

「
設
計
確
認
書
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

第
十
三
条
第
一
項
の
確
認
は
、
当
該
確
認
を
受
け
た
者
が
当
該
確
認
に
係
る
宇
宙
ロ
ケ
ッ
ト
に
つ
い
て
所
有
権
そ
の
他

の
管
理
の
権
原
を
有
す
る
者
で
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

第
十
六
条
第
一
項
中
「
申
請
」
を
「
打
上
げ
施
設
に
つ
い
て
所
有
権
そ
の
他
の
管
理
の
権
原
を
有
す
る
者
の
申
請
」
に
、

「
人
工
衛
星
等
の
打
上
げ
に
係
る
人
工
衛
星
の
打
上
げ
用
ロ
ケ
ッ
ト
の
型
式
（
そ
の
設
計
が
」
を
「
宇
宙
ロ
ケ
ッ
ト
の
打
上



げ
に
係
る
宇
宙
ロ
ケ
ッ
ト
の
設
計
（
」
に
、
「
型
式
認
定
又
は
外
国
認
定
を
受
け
た
」
を
「
確
認
に
係
る
」
に
改
め
、
同
条

第
二
項
中
「
申
請
書
に
」
の
下
に
「
打
上
げ
施
設
に
つ
い
て
所
有
権
そ
の
他
の
管
理
の
権
原
を
有
し
て
い
る
こ
と
及
び
当

該
」
を
加
え
、
「
型
式
別
施
設
安
全
基
準
」
を
「
設
計
別
施
設
安
全
基
準
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
型
式
認
定
に
係
る

型
式
認
定
番
号
又
は
外
国
認
定
を
受
け
た
旨
」
を
「
確
認
に
係
る
設
計
確
認
番
号
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
人
工
衛
星

の
打
上
げ
用
ロ
ケ
ッ
ト
」
を
「
宇
宙
ロ
ケ
ッ
ト
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
型
式
別
施
設
安
全
基
準
」
を
「
設
計
別
施
設

安
全
基
準
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
第
一
項
中
「
型
式
別
施
設
安
全
基
準
」
を
「
設
計
別
施
設
安
全
基
準
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
又
は
」
を

「
、
又
は
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
の
見
出
し
中
「
取
消
し
」
を
「
取
消
し
等
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
第
十
六
条
第
一
項
の
適
合
認
定
を
受

け
た
者
が
」
を
削
り
、
「
そ
の
」
を
「
第
十
六
条
第
一
項
の
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
第
三
十
三
条
第
二
項
」
を
「
当

該
適
合
認
定
を
受
け
た
者
が
第
三
十
三
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
項
第
一
号
中
「
打
上
げ
施
設

が
型
式
別
施
設
安
全
基
準
」
を
「
当
該
適
合
認
定
を
受
け
た
打
上
げ
施
設
が
設
計
別
施
設
安
全
基
準
」
に
改
め
、
同
号
を
同

項
第
二
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。



三

当
該
適
合
認
定
を
受
け
た
者
が
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
を
同
項
の
認
定

を
受
け
な
い
で
変
更
し
た
と
き
。

第
十
八
条
第
一
項
に
第
一
号
と
し
て
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一

当
該
適
合
認
定
を
受
け
た
者
が
偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
当
該
適
合
認
定
又
は
前
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け

た
と
き
。

第
十
八
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
、
「
と
き
」
を
「
と
き
、
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
適
合
認
定
が

効
力
を
失
っ
た
と
き
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

第
十
六
条
第
一
項
の
適
合
認
定
は
、
当
該
適
合
認
定
を
受
け
た
者
が
当
該
適
合
認
定
に
係
る
打
上
げ
施
設
に
つ
い
て
所

有
権
そ
の
他
の
管
理
の
権
原
を
有
す
る
者
で
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

第
十
九
条
第
一
項
中
「
人
工
衛
星
の
打
上
げ
用
ロ
ケ
ッ
ト
の
設
計
」
を
「
宇
宙
ロ
ケ
ッ
ト
の
設
計
（
人
工
衛
星
等
の
打
上

げ
用
の
宇
宙
ロ
ケ
ッ
ト
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
」
に
、
「
型
式
認
定
」
を
「
確
認
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
打
上
げ

施
設
」
の
下
に
「
（
人
工
衛
星
等
の
打
上
げ
用
の
宇
宙
ロ
ケ
ッ
ト
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
加
え
る
。

第
二
章
中
第
四
節
を
第
五
節
と
し
、
第
三
節
の
次
に
次
の
一
節
を
加
え
る
。



第
四
節

搭
載
前
人
工
衛
星
等
の
適
合
認
定

（
適
合
認
定
）

第
十
八
条
の
二

内
閣
総
理
大
臣
は
、
搭
載
前
人
工
衛
星
等
に
つ
い
て
所
有
権
そ
の
他
の
管
理
の
権
原
を
有
す
る
者
の
申
請

に
よ
り
、
当
該
搭
載
前
人
工
衛
星
等
に
つ
い
て
適
合
認
定
を
行
う
。

２

前
項
の
適
合
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

申
請
書
に
搭
載
前
人
工
衛
星
等
に
つ
い
て
所
有
権
そ
の
他
の
管
理
の
権
原
を
有
し
て
い
る
こ
と
及
び
当
該
搭
載
前
人
工
衛

星
等
の
構
造
が
人
工
衛
星
等
汚
染
等
防
止
・
安
全
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
そ
の
他
内
閣
府
令
で
定
め

る
書
類
を
添
え
て
、
こ
れ
を
内
閣
総
理
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

二

搭
載
前
人
工
衛
星
等
の
投
入
先
又
は
配
置
先

三

搭
載
前
人
工
衛
星
等
の
構
造

四

そ
の
他
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項

３

内
閣
総
理
大
臣
は
、
第
一
項
の
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
申
請
に
係
る
搭
載
前
人
工
衛
星
等
の
構
造
が
人
工
衛
星



等
汚
染
等
防
止
・
安
全
基
準
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
同
項
の
適
合
認
定
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

第
一
項
の
適
合
認
定
は
、
申
請
者
に
適
合
認
定
番
号
が
付
さ
れ
た
搭
載
前
人
工
衛
星
等
認
定
書
を
交
付
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
行
う
。

（
適
合
認
定
に
係
る
人
工
衛
星
等
の
構
造
等
の
変
更
）

第
十
八
条
の
三

前
条
第
一
項
の
適
合
認
定
を
受
け
た
者
は
、
当
該
適
合
認
定
に
係
る
人
工
衛
星
等
を
搭
載
し
た
宇
宙
ロ

ケ
ッ
ト
の
発
射
前
に
当
該
人
工
衛
星
等
の
投
入
先
若
し
く
は
配
置
先
又
は
構
造
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
（
当
該
発
射

前
に
人
工
衛
星
等
汚
染
等
防
止
・
安
全
基
準
の
変
更
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
人
工
衛
星
等
の
構
造
が
人
工
衛
星

等
汚
染
等
防
止
・
安
全
基
準
に
適
合
し
な
く
な
っ
た
と
き
を
含
む
。
）
は
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
内
閣

総
理
大
臣
の
認
定
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。

２

前
条
第
一
項
の
適
合
認
定
を
受
け
た
者
は
、
同
条
第
二
項
第
一
号
若
し
く
は
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た

と
き
、
又
は
前
項
た
だ
し
書
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
を
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
内
閣
総
理
大

臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



３

前
条
第
三
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
認
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
適
合
認
定
の
取
消
し
等
）

第
十
八
条
の
四

内
閣
総
理
大
臣
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
第
十
八
条
の
二
第
一
項
の
適
合
認
定

を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

一

当
該
適
合
認
定
を
受
け
た
者
が
偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
当
該
適
合
認
定
又
は
前
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け

た
と
き
。

二

当
該
適
合
認
定
に
係
る
人
工
衛
星
等
の
構
造
が
人
工
衛
星
等
汚
染
等
防
止
・
安
全
基
準
に
適
合
し
な
く
な
っ
た
と
き

（
当
該
人
工
衛
星
等
を
搭
載
し
た
宇
宙
ロ
ケ
ッ
ト
の
発
射
前
に
限
る
。
）
。

三

当
該
適
合
認
定
を
受
け
た
者
が
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
を
同
項
の
認
定

を
受
け
な
い
で
変
更
し
た
と
き
。

四

当
該
適
合
認
定
を
受
け
た
者
が
第
三
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き
。

２

第
十
八
条
の
二
第
一
項
の
適
合
認
定
は
、
当
該
適
合
認
定
を
受
け
た
者
が
当
該
適
合
認
定
に
係
る
人
工
衛
星
等
に
つ
い

て
所
有
権
そ
の
他
の
管
理
の
権
原
を
有
す
る
者
で
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
そ
の
効
力
を
失
う
。



３

第
十
八
条
の
二
第
一
項
の
適
合
認
定
を
受
け
た
者
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
適
合
認
定
が
取
り
消
さ
れ
た
と

き
、
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
適
合
認
定
が
効
力
を
失
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
搭
載
前
人
工
衛
星
等
認
定
書
を

内
閣
総
理
大
臣
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
章
の
章
名
中
「
人
工
衛
星
の
管
理
」
を
「
特
定
人
工
衛
星
の
管
理
」
に
改
め
る
。

第
二
十
条
第
一
項
中
「
人
工
衛
星
と
し
て
」
を
「
特
定
人
工
衛
星
と
し
て
」
に
、
「
人
工
衛
星
管
理
設
備
（
」
を
「
特
定

人
工
衛
星
管
理
設
備
（
」
に
、
「
国
内
等
の
人
工
衛
星
管
理
設
備
」
を
「
国
内
等
の
特
定
人
工
衛
星
管
理
設
備
」
に
、
「
人

工
衛
星
の
管
理
」
を
「
特
定
人
工
衛
星
の
管
理
」
に
、
「
、
人
工
衛
星
」
を
「
、
特
定
人
工
衛
星
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項

第
二
号
中
「
人
工
衛
星
管
理
設
備
」
を
「
特
定
人
工
衛
星
管
理
設
備
」
に
、
「
人
工
衛
星
に
」
を
「
特
定
人
工
衛
星
に
」

に
、
「
当
該
人
工
衛
星
」
を
「
当
該
特
定
人
工
衛
星
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三

特
定
人
工
衛
星
の
投
入
先
又
は
配
置
先

第
二
十
条
第
二
項
第
四
号
及
び
第
五
号
中
「
人
工
衛
星
」
を
「
特
定
人
工
衛
星
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
中
「
人
工
衛
星

の
管
理
」
を
「
特
定
人
工
衛
星
の
管
理
」
に
、
「
内
容
」
を
「
内
容
そ
の
他
特
定
人
工
衛
星
の
管
理
の
方
法
を
定
め
た
計
画

（
以
下
「
管
理
計
画
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
を
削
り
、
同
項
第
八
号
中
「
人
工
衛
星
の
管
理
」
を
「
特
定



人
工
衛
星
の
管
理
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
七
号
と
し
、
同
項
第
九
号
を
同
項
第
八
号
と
す
る
。

第
二
十
一
条
第
三
号
中
「
人
工
衛
星
の
管
理
」
を
「
特
定
人
工
衛
星
の
管
理
」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
第
一
号
中
「
人
工
衛
星
」
を
「
特
定
人
工
衛
星
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

特
定
人
工
衛
星
の
構
造
が
、
特
定
人
工
衛
星
の
位
置
、
姿
勢
及
び
状
態
を
制
御
す
る
た
め
に
必
要
な
構
造
の
基
準
と

し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
基
準
並
び
に
人
工
衛
星
等
汚
染
等
防
止
・
安
全
基
準
（
以
下
「
特
定
人
工
衛
星
制
御
等
基

準
」
と
総
称
す
る
。
）
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

第
二
十
二
条
第
三
号
中
「
他
の
人
工
衛
星
」
を
「
宇
宙
ロ
ケ
ッ
ト
か
ら
分
離
さ
れ
た
部
分
で
地
球
を
回
る
軌
道
若
し
く
は

そ
の
外
に
投
入
さ
れ
、
若
し
く
は
地
球
以
外
の
天
体
上
に
配
置
さ
れ
た
も
の
又
は
他
の
人
工
衛
星
等
」
に
改
め
、
同
条
第
四

号
イ
中
「
人
工
衛
星
」
を
「
特
定
人
工
衛
星
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
人
工
衛
星
の
位
置
」
を
「
特
定
人
工
衛
星
の
位
置
」

に
、
「
当
該
人
工
衛
星
」
を
「
当
該
特
定
人
工
衛
星
」
に
、
「
人
工
衛
星
の
管
理
」
を
「
特
定
人
工
衛
星
の
管
理
」
に
改

め
、
同
号
ハ
及
び
ニ
中
「
人
工
衛
星
」
を
「
特
定
人
工
衛
星
」
に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
第
一
項
中
「
人
工
衛
星
管
理
者
」
を
「
特
定
人
工
衛
星
管
理
者
」
に
、
「
同
条
第
二
項
第
四
号
か
ら
第
八
号

ま
で
」
を
「
同
条
第
二
項
第
三
号
か
ら
第
七
号
ま
で
」
に
、
「
と
き
」
を
「
と
き
（
当
該
許
可
に
係
る
特
定
人
工
衛
星
を
搭



載
し
た
宇
宙
ロ
ケ
ッ
ト
の
発
射
前
に
特
定
人
工
衛
星
制
御
等
基
準
の
変
更
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
特
定
人
工
衛
星

の
構
造
が
特
定
人
工
衛
星
制
御
等
基
準
に
適
合
し
な
く
な
っ
た
と
き
を
含
む
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
人
工
衛
星

管
理
者
」
を
「
特
定
人
工
衛
星
管
理
者
」
に
、
「
か
ら
第
三
号
ま
で
」
を
「
、
第
二
号
」
に
、
「
第
九
号
」
を
「
第
八
号
」

に
、
「
又
は
」
を
「
、
又
は
」
に
改
め
る
。

第
二
十
四
条
中
「
人
工
衛
星
管
理
者
は
、
人
工
衛
星
の
管
理
」
を
「
特
定
人
工
衛
星
管
理
者
は
、
特
定
人
工
衛
星
の
管

理
」
に
改
め
る
。

第
二
十
五
条
中
「
人
工
衛
星
管
理
者
」
を
「
特
定
人
工
衛
星
管
理
者
」
に
、
「
係
る
人
工
衛
星
」
を
「
係
る
特
定
人
工
衛

星
」
に
、
「
人
工
衛
星
の
管
理
」
を
「
特
定
人
工
衛
星
の
管
理
」
に
、
「
の
人
工
衛
星
」
を
「
の
特
定
人
工
衛
星
」
に
改
め

る
。第

二
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
人
工
衛
星
管
理
者
」
を
「
特
定
人
工
衛
星
管
理
者
」
に
、
「
国
内
等
の
人
工
衛
星

管
理
設
備
」
を
「
国
内
等
の
特
定
人
工
衛
星
管
理
設
備
」
に
、
「
人
工
衛
星
の
管
理
」
を
「
特
定
人
工
衛
星
の
管
理
」
に
改

め
、
同
条
第
三
項
中
「
人
工
衛
星
管
理
者
」
を
「
特
定
人
工
衛
星
管
理
者
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
人
工
衛
星
管
理

者
」
を
「
特
定
人
工
衛
星
管
理
者
」
に
、
「
人
工
衛
星
の
管
理
」
を
「
特
定
人
工
衛
星
の
管
理
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中



「
人
工
衛
星
管
理
者
」
を
「
特
定
人
工
衛
星
管
理
者
」
に
、
「
人
工
衛
星
の
管
理
」
を
「
特
定
人
工
衛
星
の
管
理
」
に
、

「
第
三
十
三
条
第
三
項
」
を
「
第
三
十
三
条
第
五
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
七
条
第
一
項
中
「
人
工
衛
星
管
理
者
」
を
「
特
定
人
工
衛
星
管
理
者
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
人
工
衛
星
管

理
者
」
を
「
特
定
人
工
衛
星
管
理
者
」
に
、
「
人
工
衛
星
の
管
理
」
を
「
特
定
人
工
衛
星
の
管
理
」
に
、
「
第
三
十
三
条
第

三
項
」
を
「
第
三
十
三
条
第
五
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
八
条
第
一
項
中
「
人
工
衛
星
管
理
者
」
を
「
特
定
人
工
衛
星
管
理
者
」
に
、
「
人
工
衛
星
の
管
理
」
を
「
特
定
人

工
衛
星
の
管
理
」
に
改
め
る
。

第
二
十
九
条
第
一
項
中
「
人
工
衛
星
管
理
者
」
を
「
特
定
人
工
衛
星
管
理
者
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
人
工
衛
星
管

理
者
」
を
「
特
定
人
工
衛
星
管
理
者
」
に
、
「
人
工
衛
星
の
管
理
」
を
「
特
定
人
工
衛
星
の
管
理
」
に
、
「
第
三
十
三
条
第

三
項
」
を
「
第
三
十
三
条
第
五
項
」
に
改
め
る
。

第
三
十
条
第
一
項
中
「
人
工
衛
星
管
理
者
が
」
を
削
り
、
同
項
第
一
号
中
「
偽
り
」
を
「
特
定
人
工
衛
星
管
理
者
が
偽

り
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
第
二
十
一
条
第
一
号
」
を
「
特
定
人
工
衛
星
管
理
者
が
第
二
十
一
条
第
一
号
」
に
改
め
、

同
項
第
五
号
中
「
第
三
十
四
条
第
一
項
」
を
「
特
定
人
工
衛
星
管
理
者
が
第
三
十
四
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第



六
号
と
し
、
同
項
第
四
号
中
「
第
三
十
三
条
第
三
項
」
を
「
特
定
人
工
衛
星
管
理
者
が
第
三
十
三
条
第
四
項
又
は
第
五
項
」

に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
項
第
三
号
中
「
第
二
十
三
条
第
一
項
」
を
「
特
定
人
工
衛
星
管
理
者
が
第
二
十
三

条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
項
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

当
該
許
可
に
係
る
特
定
人
工
衛
星
の
構
造
が
特
定
人
工
衛
星
制
御
等
基
準
に
適
合
し
な
く
な
っ
た
と
き
（
当
該
特
定

人
工
衛
星
を
搭
載
し
た
宇
宙
ロ
ケ
ッ
ト
の
発
射
前
に
限
る
。
）
。

第
三
十
条
第
二
項
中
「
人
工
衛
星
管
理
者
」
を
「
特
定
人
工
衛
星
管
理
者
」
に
、
「
人
工
衛
星
の
管
理
」
を
「
特
定
人
工

衛
星
の
管
理
」
に
、
「
除
き
」
を
「
除
き
、
当
該
許
可
を
取
り
消
さ
れ
た
特
定
人
工
衛
星
管
理
者
は
」
に
、
「
第
三
十
三
条

第
三
項
」
を
「
第
三
十
三
条
第
五
項
」
に
改
め
る
。

第
三
十
一
条
第
一
項
中
「
型
式
認
定
」
を
「
確
認
」
に
、
「
若
し
く
は
人
工
衛
星
管
理
者
」
を
「
、
第
十
八
条
の
二
第
一

項
の
適
合
認
定
を
受
け
た
者
若
し
く
は
特
定
人
工
衛
星
管
理
者
（
次
条
に
お
い
て
「
打
上
げ
実
施
者
等
」
と
い
う
。
）
」
に

改
め
る
。

第
三
十
二
条
中
「
打
上
げ
実
施
者
、
第
十
三
条
第
一
項
の
型
式
認
定
を
受
け
た
者
、
第
十
六
条
第
一
項
の
適
合
認
定
を
受

け
た
者
又
は
人
工
衛
星
管
理
者
」
を
「
打
上
げ
実
施
者
等
」
に
改
め
る
。



第
三
十
三
条
第
一
項
中
「
型
式
認
定
」
を
「
確
認
」
に
、
「
人
工
衛
星
の
打
上
げ
用
ロ
ケ
ッ
ト
」
を
「
宇
宙
ロ
ケ
ッ
ト
」

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
型
式
別
施
設
安
全
基
準
」
を
「
設
計
別
施
設
安
全
基
準
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
人
工
衛

星
管
理
者
」
を
「
特
定
人
工
衛
星
管
理
者
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え

る
。

３

内
閣
総
理
大
臣
は
、
第
十
八
条
の
二
第
一
項
の
適
合
認
定
に
係
る
人
工
衛
星
等
の
構
造
が
人
工
衛
星
等
汚
染
等
防
止
・

安
全
基
準
に
適
合
せ
ず
、
又
は
人
工
衛
星
等
汚
染
等
防
止
・
安
全
基
準
に
適
合
し
な
く
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
（
当
該
人
工
衛
星
等
を
搭
載
し
た
宇
宙
ロ
ケ
ッ
ト
の
発
射
前
に
限
る
。
）
は
、
当
該
適
合
認
定
を
受
け
た
者
に
対
し
、

人
工
衛
星
等
汚
染
等
防
止
・
安
全
基
準
に
適
合
さ
せ
る
た
め
、
又
は
人
工
衛
星
等
汚
染
等
防
止
・
安
全
基
準
に
適
合
し
な

く
な
る
お
そ
れ
を
な
く
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

内
閣
総
理
大
臣
は
、
第
二
十
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
特
定
人
工
衛
星
の
構
造
が
特
定
人
工
衛
星
制
御
等
基
準
に
適
合

せ
ず
、
又
は
特
定
人
工
衛
星
制
御
等
基
準
に
適
合
し
な
く
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
（
当
該
特
定
人
工
衛
星
を

搭
載
し
た
宇
宙
ロ
ケ
ッ
ト
の
発
射
前
に
限
る
。
）
は
、
当
該
特
定
人
工
衛
星
管
理
者
に
対
し
、
特
定
人
工
衛
星
制
御
等
基

準
に
適
合
さ
せ
る
た
め
、
又
は
特
定
人
工
衛
星
制
御
等
基
準
に
適
合
し
な
く
な
る
お
そ
れ
を
な
く
す
る
た
め
に
必
要
な
措



置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
五
条
中
「
人
工
衛
星
等
の
打
上
げ
」
を
「
宇
宙
ロ
ケ
ッ
ト
の
打
上
げ
」
に
改
め
る
。

第
三
十
六
条
第
一
項
中
「
人
工
衛
星
等
の
打
上
げ
を
行
う
者
」
を
「
者
が
打
上
げ
実
施
者
又
は
国
で
あ
る
と
き
は
、
当
該

打
上
げ
実
施
者
又
は
国
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
ロ
ケ
ッ
ト
落
下
等
損
害
」
を
「
前
項
の
規
定
に
よ
り
打
上
げ
実
施
者

又
は
国
の
み
が
賠
償
す
る
責
任
を
負
う
ロ
ケ
ッ
ト
落
下
等
損
害
」
に
改
め
る
。

第
三
十
八
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
人
工
衛
星
等
の
打
上
げ
」
を
「
宇
宙
ロ
ケ
ッ
ト
の
打
上
げ
」
に
改
め
る
。

第
四
十
条
第
二
項
中
「
人
工
衛
星
等
の
打
上
げ
」
を
「
宇
宙
ロ
ケ
ッ
ト
の
打
上
げ
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
に
後
段
と
し

て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
中
「
被
保
険
者
」
と
あ
る
の
は
「
打
上
げ
実
施
者
」
と
、
「
保
険
者
に
」
と
あ
る

の
は
「
政
府
に
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
四
十
一
条
及
び
第
四
十
二
条
中
「
人
工
衛
星
等
の
打
上
げ
」
を
「
宇
宙
ロ
ケ
ッ
ト
の
打
上
げ
」
に
改
め
る
。

第
四
十
六
条
第
一
号
中
「
人
工
衛
星
等
の
打
上
げ
」
を
「
宇
宙
ロ
ケ
ッ
ト
の
打
上
げ
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
人
工

衛
星
等
の
打
上
げ
」
を
「
宇
宙
ロ
ケ
ッ
ト
の
打
上
げ
」
に
、
「
第
五
号
」
を
「
第
六
号
」
に
改
め
る
。



第
五
十
一
条
第
一
号
中
「
人
工
衛
星
等
の
打
上
げ
」
を
「
宇
宙
ロ
ケ
ッ
ト
の
打
上
げ
」
に
改
め
る
。

第
六
章
の
章
名
中
「
人
工
衛
星
落
下
等
損
害
」
を
「
人
工
衛
星
等
落
下
等
損
害
」
に
改
め
る
。

第
五
十
三
条
中
「
国
内
等
の
人
工
衛
星
管
理
設
備
」
を
「
国
内
等
の
特
定
人
工
衛
星
管
理
設
備
」
に
、
「
人
工
衛
星
の
管

理
」
を
「
特
定
人
工
衛
星
の
管
理
」
に
、
「
人
工
衛
星
落
下
等
損
害
」
を
「
人
工
衛
星
等
落
下
等
損
害
」
に
改
め
、
同
条
に

次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

国
内
に
所
在
し
、
又
は
日
本
国
籍
を
有
す
る
船
舶
若
し
く
は
航
空
機
に
搭
載
さ
れ
た
打
上
げ
施
設
を
用
い
、
か
つ
、
特

定
人
工
衛
星
以
外
の
人
工
衛
星
等
を
搭
載
し
て
宇
宙
ロ
ケ
ッ
ト
の
打
上
げ
が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
人
工
衛
星

等
に
よ
る
人
工
衛
星
等
落
下
等
損
害
が
生
じ
た
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め

る
者
は
、
そ
の
損
害
を
賠
償
す
る
責
任
を
負
う
。

一

次
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

当
該
宇
宙
ロ
ケ
ッ
ト
の
打
上
げ
を
行
っ
た
者

二

委
託
に
よ
り
当
該
人
工
衛
星
等
を
搭
載
し
た
場
合

当
該
委
託
を
し
た
者

第
五
十
四
条
中
「
人
工
衛
星
落
下
等
損
害
」
を
「
人
工
衛
星
等
落
下
等
損
害
」
に
改
め
る
。

第
五
十
五
条
中
「
第
四
条
第
二
項
第
二
号
、
第
六
条
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
」
を
「
第
六
条
第
二
号
、
第
三
号
若
し
く



は
第
四
号
ロ
」
に
改
め
る
。

第
五
十
七
条
第
一
項
中
「
人
工
衛
星
等
の
打
上
げ
」
を
「
宇
宙
ロ
ケ
ッ
ト
の
打
上
げ
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
人
工

衛
星
の
管
理
」
を
「
特
定
人
工
衛
星
の
管
理
」
に
改
め
る
。

第
六
十
条
中
「
者
は
」
を
「
場
合
に
は
、
当
該
違
反
行
為
を
し
た
者
は
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
の
規
定
」
を
「
、

第
七
条
第
一
項
又
は
第
八
条
の
規
定
」
に
、
「
人
工
衛
星
等
の
打
上
げ
」
を
「
宇
宙
ロ
ケ
ッ
ト
の
打
上
げ
」
に
、
「
者
」
を

「
と
き
。
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
及
び
第
三
号
を
削
り
、
同
条
第
四
号
中
「
の
規
定
」
を
「
又
は
第
二
十
三
条
第
一
項
の

規
定
」
に
、
「
人
工
衛
星
の
管
理
」
を
「
特
定
人
工
衛
星
の
管
理
」
に
、
「
者
」
を
「
と
き
。
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第

二
号
と
し
、
同
条
第
五
号
を
削
り
、
同
条
第
六
号
中
「
第
三
十
三
条
第
三
項
」
を
「
第
三
十
三
条
第
五
項
」
に
、
「
者
」
を

「
と
き
。
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
三
号
と
す
る
。

第
六
十
一
条
中
「
者
は
」
を
「
場
合
に
は
、
当
該
違
反
行
為
を
し
た
者
は
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
第
八
条
又
は
」

を
削
り
、
「
人
工
衛
星
等
の
打
上
げ
」
を
「
宇
宙
ロ
ケ
ッ
ト
の
打
上
げ
」
に
、
「
者
」
を
「
と
き
。
」
に
改
め
、
同
条
第
二

号
中
「
者
」
を
「
と
き
。
」
に
改
め
る
。

第
六
十
二
条
中
「
者
は
」
を
「
場
合
に
は
、
当
該
違
反
行
為
を
し
た
者
は
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
及
び
第
二
号
を
削



り
、
同
条
第
三
号
中
「
者
」
を
「
と
き
。
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
一
号
と
し
、
同
条
第
四
号
中
「
又
は
第
二
項
」
を

「
か
ら
第
四
項
ま
で
」
に
、
「
者
」
を
「
と
き
。
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
二
号
と
す
る
。

第
六
十
三
条
中
「
者
は
」
を
「
場
合
に
は
、
当
該
違
反
行
為
を
し
た
者
は
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
第
七
条
第
二

項
、
第
十
四
条
第
二
項
、
第
十
七
条
第
二
項
、
第
二
十
三
条
第
二
項
、
」
を
削
り
、
「
者
」
を
「
と
き
。
」
に
改
め
、
同
条

第
二
号
中
「
第
十
五
条
第
二
項
」
を
「
第
十
五
条
第
三
項
」
に
、
「
型
式
認
定
書
」
を
「
設
計
確
認
書
」
に
、
「
者
」
を

「
と
き
。
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
第
十
八
条
第
二
項
」
を
「
第
十
八
条
第
三
項
」
に
、
「
者
」
を
「
と
き
。
」
に
改

め
、
同
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

第
十
八
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
違
反
し
て
搭
載
前
人
工
衛
星
等
認
定
書
を
返
納
し
な
か
っ
た
と
き
。

第
六
十
四
条
中
「
関
し
て
」
を
「
関
し
、
」
に
、
「
対
し
て
も
、
」
を
「
対
し
て
」
に
改
め
る
。

第
六
十
五
条
中
「
第
十
一
条
」
を
「
第
七
条
第
二
項
、
第
十
一
条
、
第
十
四
条
第
二
項
、
第
十
七
条
第
二
項
、
第
十
八
条

の
三
第
二
項
、
第
二
十
三
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

（
宇
宙
基
本
法
の
一
部
改
正
）

第
二
条

宇
宙
基
本
法
（
平
成
二
十
年
法
律
第
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



第
一
条
中
「
か
ん
が
み
」
を
「
鑑
み
」
に
、
「
環
境
」
を
「
か
つ
、
公
共
の
安
全
を
確
保
し
、
及
び
環
境
」
に
改
め
る
。

第
七
条
の
見
出
し
中
「
環
境
」
を
「
公
共
の
安
全
の
確
保
及
び
環
境
」
に
改
め
、
同
条
中
「
は
、
」
の
下
に
「
公
共
の
安

全
を
確
保
し
て
、
及
び
」
を
加
え
る
。

第
十
五
条
の
見
出
し
中
「
人
工
衛
星
等
」
を
「
宇
宙
開
発
利
用
に
係
る
ロ
ケ
ッ
ト
及
び
人
工
衛
星
」
に
改
め
、
同
条
中

「
人
工
衛
星
等
」
を
「
宇
宙
開
発
利
用
に
係
る
ロ
ケ
ッ
ト
及
び
人
工
衛
星
」
に
、
「
、
追
跡
及
び
運
用
」
を
「
及
び
追
跡
並

び
に
人
工
衛
星
の
運
用
」
に
、
「
か
ん
が
み
」
を
「
鑑
み
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
中
「
か
ん
が
み
」
を
「
鑑
み
」
に
、
「
ロ
ケ
ッ
ト
」
を
「
宇
宙
開
発
利
用
に
係
る
ロ
ケ
ッ
ト
」
に
改
め
る
。

第
二
十
条
の
見
出
し
中
「
環
境
」
を
「
公
共
の
安
全
の
確
保
及
び
環
境
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
は
、
」
の
下
に

「
公
共
の
安
全
を
確
保
し
、
及
び
」
を
加
え
る
。

（
内
閣
府
設
置
法
の
一
部
改
正
）

第
三
条

内
閣
府
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
八
条
第
一
項
第
二
号
中
「
人
工
衛
星
及
び
そ
の
打
上
げ
用
ロ
ケ
ッ
ト
の
打
上
げ
」
を
「
宇
宙
ロ
ケ
ッ
ト
の
打
上
げ

（
宇
宙
ロ
ケ
ッ
ト
の
打
上
げ
及
び
特
定
人
工
衛
星
の
管
理
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
七
十
六
号
）
第
二
条
第



六
号
に
規
定
す
る
宇
宙
ロ
ケ
ッ
ト
の
打
上
げ
を
い
う
。
）
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

宇
宙
ロ
ケ
ッ
ト
の
打
上
げ
及
び
特
定
人
工
衛
星
の
管
理
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
り
そ
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た

事
項
を
処
理
す
る
こ
と
。

第
三
十
八
条
第
二
項
中
「
前
項
各
号
」
を
「
前
項
第
一
号
又
は
第
二
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
各
号
」
を

「
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
組
織
」
の
下
に
「
、
所
掌
事
務
」
を
加
え
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

た
だ
し
、
第
二
条
及
び
附
則
第
四
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
人
工
衛
星
の
管
理
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
地
球
を
回
る
軌
道
若
し
く
は
そ
の
外
に
投
入
し
、
又
は
地
球
以
外
の
天
体
上
に
配
置
し
た
第

一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
人
工
衛
星
等
の
打
上
げ
及
び
人
工
衛
星
の
管
理
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る

人
工
衛
星
に
関
す
る
人
工
衛
星
の
管
理
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。



（
罰
則
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
前
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る

こ
の
法
律
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
四
条

前
二
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
を
含

む
。
）
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
検
討
）

第
五
条

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
三
年
を
目
途
と
し
て
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
宇
宙
ロ
ケ
ッ
ト
の
打
上
げ

及
び
特
定
人
工
衛
星
の
管
理
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
つ
い
て
、
そ
の
施
行
の
状
況
等
を
勘
案
し
つ
つ
検
討
を
加
え
、
必
要

が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
宇
宙
資
源
の
探
査
及
び
開
発
に
関
す
る
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
六
条

宇
宙
資
源
の
探
査
及
び
開
発
に
関
す
る
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
八
十
三
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



第
一
条
中
「
人
工
衛
星
等
の
打
上
げ
及
び
人
工
衛
星
の
管
理
に
関
す
る
法
律
」
を
「
宇
宙
ロ
ケ
ッ
ト
の
打
上
げ
及
び
特
定

人
工
衛
星
の
管
理
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

第
三
条
の
見
出
し
中
「
人
工
衛
星
の
管
理
」
を
「
特
定
人
工
衛
星
の
管
理
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
を
人
工
衛
星
」

を
「
を
特
定
人
工
衛
星
」
に
、
「
第
二
条
第
二
号
」
を
「
第
二
条
第
七
号
」
に
、
「
人
工
衛
星
を
い
う
」
を
「
特
定
人
工
衛

星
を
い
う
」
に
、
「
人
工
衛
星
の
管
理
」
を
「
特
定
人
工
衛
星
の
管
理
」
に
、
「
同
条
第
七
号
」
を
「
同
条
第
十
号
」
に
改

め
、
同
項
第
一
号
中
「
人
工
衛
星
」
を
「
特
定
人
工
衛
星
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
二
号
中
「
第
二
十
条
第
二
項
第
八

号
」
を
「
第
二
十
条
第
二
項
第
七
号
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
人
工
衛
星
」
を
「
特
定
人
工
衛
星
」
に
改
め
、
同
条
第

五
項
中
「
、
第
六
十
条
第
五
号
中
「
事
項
」
と
あ
る
の
は
「
事
項
又
は
事
業
活
動
計
画
」
と
」
を
削
る
。



理

由

最
近
に
お
け
る
宇
宙
の
開
発
及
び
利
用
を
め
ぐ
る
状
況
に
鑑
み
、
公
共
の
安
全
を
確
保
し
つ
つ
、
人
工
衛
星
の
打
上
げ
等
に

関
す
る
多
様
な
需
要
に
対
応
す
る
た
め
、
人
工
衛
星
等
の
打
上
げ
に
係
る
許
可
制
度
を
拡
充
し
、
人
工
衛
星
の
搭
載
又
は
分
離

を
伴
わ
な
い
も
の
を
含
め
宇
宙
ロ
ケ
ッ
ト
の
打
上
げ
を
許
可
の
対
象
と
す
る
と
と
も
に
、
ロ
ケ
ッ
ト
落
下
等
損
害
の
賠
償
に
関

す
る
制
度
の
対
象
と
な
る
者
と
し
て
人
工
衛
星
の
打
上
げ
用
ロ
ケ
ッ
ト
以
外
の
宇
宙
ロ
ケ
ッ
ト
の
打
上
げ
を
行
う
者
を
追
加
す

る
等
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。


